
【電子申請時に用意するもの】

　(２) 自動車を運転する方の運転免許証又はマイナ免許証

　　　　※ マイナ免許証の場合は、マイナ免許証読み取りアプリにより表示した免許情報の画像データ

【生計同一者及び常時介護者が運転する場合に用意するもの】

上記(１)～(３)のほか次の(４)、(５)の書類が必要です。

      様式は愛媛県ホームページに掲載しているものをダウンロード・印刷していただくか、

　　　所轄の地方局までお問い合わせ下さい。

              愛媛県ホームページ（https://www.pref.ehime.jp/h10500/jidousha/genmen.html）はこちら

　　　 証明願に民生委員の証明をもらい、所轄の福祉事務所等で証明書を発行してもらってください。
　  　　※   証明書の発行元は以下のとおりです。

　　　　①申請者（納税義務者）と障がい者本人・運転者全員のマイナ保険証の記号番号が同一の場合

　　 ※ マイナ保険証の場合は、マイナポータルにより表示した資格情報の画像データ

       ただし、マイナンバーの記載のないものをお願いします。

　別添「減免の対象となる主な条件」のうち、「各手帳の減免の対象となる障がいの範囲」に

電子申請に必要な書類 自動車取得時の減免申請では
電子申請の利用はできません。

 ※ 写真またはコピーの電子データをご提出いただきますが、後日、必要に応じて原本の
　　ご提示や郵送による送付を求めることがありますので、ご了承ください。

　(１) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

　     証明書

　該当する手帳いずれか１つ

　(３) 自動車検査証
　※ 令和５年１月以降に交付されたICチップ付きの電子車検証の場合も、表面の写真または
   　コピーにより申請可能です。

　(４) 申請日前１月以内に発行された生計同一証明書又は常時介護証明書

　　　 ※ 以下の場合には生計同一証明書の代わりに別の書類で申請できます。

　　　　　→申請者（納税義務者）・障がい者本人・運転者全員のマイナ保険証に代えられます。

　　　　②申請者（納税義務者）と障がい者、運転者が住民票上同一世帯の場合

　　　　　→申請日前１月以内に発行された世帯全員が確認できる住民票に代えられます。

　(５) 申請日前１月以内に発行された通学、通園、通所、通院、通勤、生業又は帰省の

         することにより減免となりますので、詳細について所轄の地方局へお問い合わせください。

　 　  ※ 学校、幼稚園、施設、病院、勤務先又は民生児童委員の発行する証明書で、自動車の使用
    　   回数及び使用目的が記載されたもの。
         　生計同一者が運転する場合は、使用回数が週１回又は月４回に満たないものは減免できません
         　常時介護者が運転する場合は、使用回数が週３回又は月12回に満たないものは減免できません

       ※ デイサービス・デイケア等を利用するための通所は対象外であり減免できません。
       　 ただし、通院として認められるものについては、通所証明書とともに医師の証明書を提出
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